
高松土木事務所庁舎空調用設備及びパッケージエアコン等保守点検業務仕様書 

 

<空調用設備> 

１ 対象設備及び仕様 

対象系統 仕       様 

空調機 

送排風機 

ポンプ 

専属の専門技術員が年１回点検を行い、システムの維持管理を行うこ

と。 

加湿器 季節巡回点検を６回(暖房期間中)実施すること。 

空調機排水受 毎月巡回点検及び清掃を実施すること。 

上記全システム 定期点検は、委託者の勤務時間内に行うことを原則とする。ただし、

システムトラブル等が生じた場合は、前記時間にかかわらず、速やか

に対応すること。 

２ 保守内容 

設備名 点検対象機器 保守項目 

空調機 ＡＣＵ－１ 

ＡＣＵ－２ 

ＡＣＵ－３ 

ＡＣＵ－４ 

(計４台) 

(空調ダクトの簡易点

検 (冷房時、暖房時各 1

回)を含む。) 

(１) 軸受の点検及びグリスアップ 

(２) ファン点検 

(３) ケーシング点検 

(４) ファンベルト調整 

(５) モーター加熱等の点検(絶縁測定) 

(６) 冷温室コイル水漏れ点検 

(７) ファン及びチューブ外観腐食状態点検 

(８) ボックス錆状況点検 

(９) ドレンパン(水槽)錆状況点検 

(10) フィルター点検 

(11) 運転状態確認点検 

送排風機 （本館） 

ＦＳ－１，２，３ 

ＦＥ－１，２，３， 

４，５，６， 

７，８，９, 

10， 

(換気ダクト簡易点検

(冷房時、暖房時各1回)

を含む。) 

(１) 軸受の点検及びグリスアップ 

(２) ファンベルト調整 

(３) モーター加熱等の点検 

(４) 運転状態確認点検 

（別紙） 



 （本館） 

ＦＥ－11，12、13，14，

15 

ＨＥＡ－１．２ 

（付属棟） 

ＦＥ－１，２，３， 

４，４，５， 

５，６ 

（職員寮） 

ＦＥ－１，１，２， 

３，４，４ 

（計３４台） 

(１) 送風機及び羽根の点検 

(２) フィルター点検 

(３) 運転状態確認点検 

ポンプ点検 ＰＷ－１(№１、№２)，

２(№１、№２)，３(№

１、№２) 

ＰＤ－１(№１、№２)，

２(東№１、東№２、西

№１、西№２) 

ＰＣＤ－１，２ 

ＰＣＨ－１，２，３，

４ 

(計１８台) 

(空調配管簡易点検(冷

房時、暖房時各 1回)を

含む。) 

(１) ポンプグランド点検 

(２) カップリングゴム点検 

(３) モーター加熱等の点検(絶縁測定) 

(４) 運転状態確認点検 

加湿器 ４台 暖房期間中６回巡回点検及び報告 

空調機排水受 ４台 毎月巡回点検及び報告 

３ 経費の負担 

  定期点検に際し使用する消耗材は受託者の負担とし、機器又は部品の損耗により交換又は修

理が必要となった場合の機器、部品の経費等は、委託者の負担とする。システムトラブル等に

際し、機器、部品の交換、修理が必要となった場合も、その経費は委託者の負担とする。ただ

し、受託者の故意又は過失によりシステムトラブルが生じた場合は、この限りでない。 

４ 報告 

  定期点検及びシステムトラブル等に際しては、その都度報告書を委託者に提出すること。な

お、報告書の作成に当たっては、作業内容が分かる写真を添付すること。 



<パッケージエアコン等設備>  

１ 対象設備 

パッケージエアコン 

設置場所 記号 機器名称 台数 

本館棟 

ＡＣ－１ Ｓ２８ＲＴＥＶ形 １ 

ＡＣ－２ ＰＵＨ－Ｊ５６ＳＧＡ形 １ 

ＡＣ－３ ＭＰＬＺ－ＲＰ１１２ＢＡ３形 １ 

ＡＣ－４ ＭＰＶＺ－ＥＲＰ１１２ＨＡ８形 １ 

ＡＣ－５ ＲＯＡ－Ｐ１６０１ＨＳ形 １ 

附属棟 

ＡＣ－１ ＰＵＨ－Ｊ５６ＳＧＡ形 １ 

ＡＣ－２ ＲＡＳ－ＡＰ１１２ＳＳＭ形 １ 

ＡＣ－３ ＰＵＨ－Ｊ１８０ＦＡ形 １ 

ＡＣ－４ ＰＵＨ－Ｊ５０ＳＧＡ形 １ 

職員寮 

ＡＣ－１ ＰＵＨ－Ｊ１１２ＧＡ形 １ 

ＡＣ－２ ＰＵＨ－Ｊ７１ＧＡ形（南） １ 

ＡＣ－３ ＰＵＨ－Ｊ７１ＧＡ形（北） １ 

ファンコイル 

本館棟 

ＦＣＩ－２ ＬＨ－２００ＦＲ－Ｃ形 ２ 

ＦＣＩ－４ ＬＨ－４００ＦＲ－Ｃ形 ２２ 

ＦＣＩ－６ ＬＨ－６００ＦＲ－Ｃ形 １８ 

ＦＣＩ－８ ＬＨ－８００ＦＲ－Ｃ形 ４９ 

 



２ 作業内容 

熱源機(ビル用ＰＡＣ) 

作業項目 集中 通常 

運転状態の確認 

   ・ 電圧・電流測定 

   ・ 異常音・振動確認 

   ・ 吸込・吹出空気温度測定 

 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

室外機 

   ・ 圧縮機電動機絶縁測定 

   ・ クランクケースヒータ動作確認 

   ・ 圧力開閉器動作確認 

   ・ 過電流継電器動作確認 

   ・ 制御弁動作確認 

   ・ 電磁弁動作確認 

   ・ 室外基板点検 

   ・ サーミスタ点検 

   ・ 電磁接触器動作確認 

   ・ リレー動作確認 

   ・ 熱交換器汚れ点検 

   ・ 送風機汚れ点検 

   ・ 送風機電動機絶縁測定 

   ・ 外装の腐食点検 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

室内機 

   ・ 送風機汚れ点検 

   ・ 送風機電動機絶縁測定 

   ・ 室内基板点検 

   ・ サーミスタ点検 

   ・ 熱交換器汚れ点検 

   ・ 電子膨張弁動作確認 

   ・ ドレアップメカ動作確認 

   ・ フィルター点検・清掃 

   ・ ドレン通水確認 

   ・ リモコン動作確認 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

冷媒漏洩検査 ○ ○ 

３ 点検回数及び時期（加湿器及び空調機排水受を除く） 

  定期点検    年２回（ファンコイルの設定温度の変更を含む。） 

  集中点検    ５月頃 

  通常点検    11 月頃 

   



４ フロン排出規制法に関する簡易点検 

 対象設備 

パッケージエアコン(室内機及び室外機) 

設置場所 記号 機器名称(室外機) 

台数 

（室内機＋

室外機 

本庁舎 

ＡＣ－２ ＰＵＨ－Ｊ５６ＳＧＡ形（室内機１） ２ 

ＡＣ－３ ＭＰＬＺ－ＲＰ１１２ＢＡ３形（室内機１） ２ 

ＡＣ－４ ＭＰＶＺ－ＥＲＰ１１２ＨＡ８形（室内機１） ２ 

ＡＣ－５ ＲＯＡ－Ｐ１６０１ＨＳ形（室内機１） ２ 

附属等 

ＡＣ－１ ＰＵＨ－Ｊ５６ＳＧＡ形（室内機１） ２ 

ＡＣ－２ ＲＡＳ－ＡＰ１１２ＳＳＭ形（室内機２） ３ 

ＡＣ－３ ＰＵＨ－Ｊ１８０ＦＡ形（室内機２） ３ 

ＡＣ－４ ＰＵＨ－Ｊ５０ＳＧＡ形（室内機１） ２ 

職員寮 

ＡＣ－１ ＰＵＨ－Ｊ１１２ＧＡ形（室内機１） ２ 

ＡＣ－２ ＰＵＨ－Ｊ７１ＧＡ形（室内機１） ２ 

ＡＣ－３ ＰＵＨ－Ｊ７１ＧＡ形（室内機１） ２ 

５ 簡易点検実施時期 

 年４回 ３ヶ月ごとに実施 

  ５月 月例点検と併せて実施 

  ８月 月例点検と併せて実施 

  11 月 通常点検と併せて実施 

  ２月 月例点検と併せて実施 

※日程調整が可能ならば空調集中点検等と併せて実施してもよいが、３ヶ月毎の実施は遵守す

ること。 

６ 簡易点検実施項目 

  製品外観の目視点検等 

７ 報告 

  点検及びシステムトラブル等に際しては、その都度報告書を委託者に提出すること。なお、

報告書の作成に当たっては、作業内容が分かる写真を添付すること。 


